
第 1回高齢福祉課所管の公の施設の指定候補者選定委員会 

会議録要旨 

 

●開催日時・場所 

 日時：令和７年８月４日（木）午後２時から午後３時 

 場所：防府市役所本館３階 共用会議室３Ａ・Ｂ 

 

●出席委員 ４人 

 選定委員４人中４人が出席し、過半数に達しているため委員会は成立。 

 

●次第 

 １ 挨拶 

 ２ 委員紹介 

 ３ 委員長及び副委員長の選出 

 ４ 議長の選出 

 ５ 議題 

（１）指定管理の現状について 

（２）指定管理者の選定及び次期指定期間について 

（３）指定候補者の公募及び審査方法について 

（４）募集要項、仕様書及び申請様式について 

 

●資料 

 資料１ 選定委員会名簿 

 資料２ 老人憩の家一覧、各年度別利用状況及び収支総括表 

 資料３ 指定管理者 指定までのスケジュール 

 資料４ 審査基準・審査表（案） 

 資料５ 募集要項（案）、業務仕様書（案）及び申請様式（案） 一式 

 

●会議録 

 １ 委員長、副委員長の選任 

   委員長に石田委員、副委員長に長尾委員を選任。 

 ２ 全委員が出席されており、本委員会の成立を確認。 



●決定事項 

 （１）次期指定期間の決定 

  「防府市指定管理者制度活用ガイドライン」では、５年を標準指定期間と

定めており、これまでの指定管理期間も５年としていることから、今回も

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日の５年間する。 

 （２）指定候補者の公募 

  原則は公募だが、防府市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する

条例第５条第４号（公の施設の設置の目的、性格及び規模等により公募に

適さない場合その他公募を行わないことについて合理的な理由がある場

合）に該当し、また、上記ガイドラインにおいても「地域に密着した組織

で当該地域の住民や利用者で組織し、活動している団体が管理運営を行っ

た方が効率的であり、施設の設置目的を有効に達成できると認められる」

場合は、公募によらず指定候補者を選定することができると定められてい

ることから、非公募とする。 

（３）審査基準及び審査表の決定 

（４）募集要項、仕様書の決定 

 

●議事 

 （１）指定管理の現状について 

【意見・質疑】 

Ａ委員 各地区の老人憩の家の状況を見てみると、人数や回数が多いの

が、中関、松崎、大道ですね。中心地区では、自治会館を持って

おられないから、憩の家を利用されて、利用回数等が多くなって

いるのですか？ 

  事務局 松崎では、囲碁のサークルが盛んであり、また、中関では、早起

き会の方がよく利用されるので、人数及び回数共多くなっていま

す。自治会等でも利用されています。 

 

●その他 

 第２階選定委員会は、１０月中旬に開催予定。 


